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第１ 総括 

１ 管内の概況 

１－１ 管内の状況 
当地域県民局地域健康福祉部の所管区域は、五所川原市、つがる市、西津軽郡 2 町

（鰺ヶ沢町・深浦町）及び北津軽郡 2 町（鶴田町・中泊町）の 6 市町となっている。 

総面積は、1,753km2（県全体の 18.2％）、総人口は 118,094 人（県全体の 9.7％）、世

帯数は 46,280 世帯（県全体の 9.1％）である。また、老年人口割合（65 歳以上の総人

口に占める割合）は 39.7％で、県全体の割合（34.4％）を上回っている。 

 
男性            女性 

 

 

 

 

(1) 面積及び推計人口（令和 3 年 10 月 1 日現在）  

 面 積 

（km2） 

総人口 

（人） 

世帯数 

（世帯） 

年少人口 

（15 歳未満）

割合(%) 

生産年齢人口 

(15 歳～64 歳）

割合(%) 

老年人口 

（65 歳以上） 

割合(%) 

（18 歳未満） 

実数 

(人) 

割合 

（%） 

五所川原市 404.20 50,654 20,870 9.5 53.9 36.6 6,035 11.9 

つがる市 253.55 30,328 10,780 9.3 51.1 39.6 3,544 11.7 

鰺ヶ沢町 343.08 8,811 3,583 7.6 47.2 45.3 833 9.5 

深浦町 488.90 7,102 2,979 6.5 41.7 51.9 599 8.4 

鶴田町 46.43 11,809 4,242 10.3 51.0 38.7 1,540 13.0 

中泊町 216.34 9,390 3,826 7.7 46.9 45.5 904 9.6 

管内計 1752.50 118,094 46,280 9.0 50.9 40.1 13,455 11.4 

県計 9645.64 1,221,305 511,448 10.4 55.1 34.4 156,817 12.8 

（国土地理院「令和 3 年全国都道府県市区町村別面積調」、令和 3 年青森県の人口より再

計算） 

管内年齢階級別人口ピラミッド 管内地図 
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(2) 西北地域の人口１人当たり市町村民所得 

西北地域の人口１人当たり市町村民所得は、2,224千円で対県比率は88.7%となってい 

る。最も高い五所川原市は、2,456千円と対県比率は98.0％となっている。 

平成30年度市町村民経済計算 

 

市町村民経済計算は、県民経済計

算の推計方法に準拠し、項目ごとに

県民経済計算の計数を各種統計数

値、照会資料等で按分推計したもの

である。 

なお、１人当たり市町村所得は、

個人の所得水準を表する指標ではな

い。 

 

(3) 西北地域の有効求人倍率 
 ①全国及び青森県の有効求人倍率の推移 

 
 
 ②職業安定所別の有効求人倍率の状況 
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受理地別有効求人倍率の推移（年度）

全国 青森県

（倍）

 1人当たり市町村民

所得（千円） 

対県比率

（％） 

五所川原市 2,456 98.0 

つがる市 1,937 77.3 

鰺ヶ沢町 2,142 85.4 

深浦町 2,027 80.8 

鶴田町 2,353 93.9 

中泊町 1,824 72.8 

西北地域 2,224 88.7 

県民経済計算 2,507 100.0 
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２ 沿革 

２－１ 保健総室（五所川原保健所） 

昭和 21 年 6 月 
北津軽郡鶴田町大字前田 26 番地に役場（総床面積 640.71 ㎡、総２階建）を無償で

譲り受け青森県鶴田保健所として開設した。課及び係制がなく所長（医師）、薬剤師、

獣医師、Ｘ線技師、保健婦等職員が 10 名で管轄区域は北郡 5 町 18 村であった。 
五所川原町、鶴田町、板柳町、金木町、中里町、 
栄村、中川村、三好村、長橋村、飯詰村、松島村、七和村、小阿弥村、沿川村、 
喜良市村、嘉瀬村、六郷村、梅沢村、武田村、内潟村、相内村、脇元村、小泊村 

 
昭和 22 年 5 月 

新憲法公布と同時に明治以来警察行政の一部門であった衛生業務は保健所に移管さ

れ、同年 9 月保健所法の公布（施行昭和 23 年 1 月 1 日）により保健所業務は更に強

化され公衆衛生業務全般に亘り行うことになり、保健所は名実ともに第一線の衛生行

政機関となった。 
昭和 26 年 6 月 

庁舎を北津軽郡鶴田町から北津軽郡五所川原町上平井町 94 番地に新築移転。 
所長 ― 総務係、予防係、普及係、衛生係の 4 係。職員数 25 名。 

昭和 26 年 7 月 
 青森県鶴田保健所の名称を青森県五所川原保健所と改称。 

昭和 27 年 4 月 
 保健所処務規定の施行により 2 課 6 係制となる。 

        総務課 ― 庶務係、医務薬務係、営業係 
所長                                            職員数 26 名 

保健課 ― 予防係、保健係、保健婦係 
青森県五所川原優生保護相談所併設。 

昭和 27 年 9 月 
 性病診療所併設。 

昭和 29 年 4 月 
 保健所処務規定の一部改正により課制が廃止となり、次長制・5 係制となる。 
所長、次長 ― 庶務係、医務薬務係、環境衛生係、予防係、保健係。職員数 25 名。 

昭和 29 年 10 月 
 青森県五所川原身体障害児相談所併設。 
市町村合併促進法に基づく町村の合併によって、管轄区域が 1 市と北郡 4 町 12 村

となった。 
五所川原市（五所川原町、栄村、中川村、三好村、長橋村、飯詰村、松島村合併）、 
鶴田町、板柳町、金木町、中里町、 

七和村、小阿弥村、沿川村、喜良市村、嘉瀬村、六郷村、梅沢村、武田村、内潟村、

相内村、脇元村、小泊村 
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昭和 30 年 3 月 
 町村合併により、管轄区域が 1 市と北郡 4 町 3 村となった。 

   五所川原市、 
鶴田町（六郷村、梅沢村合併。西郡水元村編入）、板柳町（小阿弥村、沿川村合併。

南郡畑岡村編入）、金木町（喜良市村、嘉瀬村（大字毘沙門だけ五所川原市へ、その

他は金木町へ合併））、中里町（武田村、内潟村合併）、 
七和村、市浦村（相内村、脇元村合併。西郡十三村編入）、小泊村 

 
昭和 31 年 9 月 
  北郡七和村が大字下石川（下石川は浪岡町へ編入）を除き五所川原市へ編入された。 
管轄区域は五所川原市と北郡板柳町、金木町、中里町、鶴田町、市浦村、小泊村の 1 市

4 町２村となった。 
昭和 33 年 5 月 
 保健所処務規定の改正により 3 係制となる。 

昭和 34 年 4 月 
 性病診療所廃止となる。 

昭和 37 年 4 月 
 保健所機構改正により保健婦係が新設され、4 係制となる。 
所長、次長 ― 総務係、環境衛生係、保健予防係、保健婦係。 

昭和 38 年 4 月 
 行政組織規則の改正により 4 課制となる。 
所長、次長 ― 総務課、環境衛生課、保健予防課、保健婦課。職員数 32 名。 

昭和 39 年 1 月 
 現在地に鉄筋コンクリート平家建ての庁舎が新築された。 

昭和 43 年 4 月 
 行政組織規則の一部改正により 5 課制となった。 
所長、次長 ― 総務課、環境衛生課、保健課、予防課、保健婦課、職員数 37 名。 

昭和 47 年 4 月 
 行政組織規則の一部改正により 4 課制となった。 
所長、次長 ― 総務課、環境衛生課、保健予防課、保健婦課。職員数 40 名。 

昭和 54 年 4 月 
 衛生指導監の職制が設けられた。 

昭和 54 年 7 月 
 庁舎補修工事のため、仮庁舎（五所川原市新町 33－1 旧五所川原警察署）へ移転。 

昭和 54 年 11 月 
 補修工事完了につき現在地へ移転。 

平成 4 年 4 月 
 行政組織規則の一部改正により、保健婦課が健康増進課となり、保健予防課の事務

の一部が健康増進課に移管された。 
所長、次長 ― 総務課、環境衛生課、保健予防課、健康増進課。職員数 31 名。 
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平成 7 年 4 月 
 市浦村保健婦駐在を廃止した。 

平成 8 年 4 月 
 所長が鰺ヶ沢保健所兼務となる。 

平成 9 年 4 月 
   部の再編により環境保健部の出先機関から健康福祉部の出先機関となる。 

保健所再編のため、旧五所川原保健所管内から、板柳町が弘前保健所管内に編入さ

れ、旧鰺ヶ沢保健所管内の町村が管轄となったため、所管区域は 1 市 6 町 7 村となる。 
 
五所川原市、 
鰺ヶ沢町（編入）、木造町（編入）、深浦町（編入）、金木町、中里町、鶴田町、 
森田村（編入）、岩崎村（編入）、柏村（編入）、稲垣村（編入）、車力村（編入）、 
市浦村、小泊村 
 
五所川原保健所鰺ヶ沢支所が設置され、職員は 9 名となる。 

平成 14 年 4 月 1 日 
 行政組織規則の一部改正により保健所、福祉事務所、児童相談所を統合した「健康

福祉こどもセンター(総務企画室、保健部、福祉部、こども相談部の 1 室 3 部制)」が新

設され、五所川原保健所は「西北地方健康福祉こどもセンター」の内部組織である「保

健部(五所川原保健所併置)」に、鯵ヶ沢支所は同部の「鰺ヶ沢地区担当(五所川原保健

所鰺ヶ沢支所併置)」となる。 
「総務企画室」が保健部庁舎内に、「福祉部」と「こども相談部」は五所川原市栄町

10 の合同庁舎内に配置された。総務企画室の職員数は 11 名。保健部は保健予防課、

生活衛生課(環境衛生課から改称)、健康増進課の 3 課体制となり、職員数は鯵ヶ沢地

区担当を含め 37 名。 
平成 17 年 4 月 1 日 
  平成 17 年 2 月以降の市町村合併により、管轄区域が 2 市 4 町となった。 

   五所川原市（五所川原市、金木町、市浦村合併）、つがる市（木造町、森田村、柏村、

稲垣村、車力村合併）、 
鰺ヶ沢町、深浦町（深浦町、岩崎村合併）、中泊町（中里町、小泊村合併）、鶴田町 

 
平成 18 年 4 月 1 日 
 行政組織規則の一部改正により、五所川原保健所鰺ヶ沢支所廃止となる。 

平成 19 年 4 月 1 日 
 行政組織規則の一部改正により、総合的な出先機関として西北地域県民局が設置さ

れ、西北地方健康福祉こどもセンターは、西北地域県民局の内部組織である地域健康

福祉部となる。 
これに伴い、総務企画室は企画調整室となる。職員数 7 名。 
同じく保健部は保健総室（五所川原保健所併置）となり、保健予防課は事務の一部

を健康増進課に移管し、指導予防課となる。職員数 32 名。 
 平成 20 年 4 月 1 日 
   行政組織規則の一部改正により、企画調整室が保健総室に統合される。職員数 35 名。 
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２－２ 福祉こども総室（西北地方福祉事務所） 
昭和 26 年 10 月 1 日 
 県条例第 62 号により、西津軽社会福祉事務所(鰺ヶ沢町設置)、北津軽社会福祉事務

所(五所川原町設置)として発足する。 
昭和 29 年 5 月 1 日 
 各出先機関の統廃合により、両事務所が統合され西北地方福祉事務所となる。西郡

20 ケ町村、北郡 23 ケ町村を管轄する。 
昭和 29 年 10 月 1 日 
 五所川原市が誕生する。 
昭和 30 年に入り、各町村の合併により西北郡 14 ケ町村を管轄する。 

昭和 39 年 4 月 1 日 
 西郡町村長の要望により、鰺ヶ沢支所が設置され、鰺ヶ沢町、深浦町及び岩崎村を

管轄する。 
昭和 54 年 7 月 5 日 
 現五所川原合同庁舎に移転する。 

昭和 55 年 4 月 1 日 
 六法総合担当の新福祉事務所に移行する。 

平成 5 年 4 月 1 日 
 福祉関係 8 法が改正され、平成 5 年 4 月から老人及び身障施設の入所措置事務等の

町村への移譲に伴い、組織改正する。 
平成 9 年 4 月１日 
 板柳町が中南地方福祉事務所に移管となる。また鰺ヶ沢支所が旧鰺ヶ沢保健所の庁

舎に移転し、五所川原保健所鰺ヶ沢支所と同一フロアで業務を行う。 
平成 12 年 4 月 1 日 
 弘前児童相談所五所川原支所開設により児童福祉施設入所措置事務等が支所に移管

する。 
    児童の補装具交付及び日常生活用具給付事務が町村へ移譲となる。 

平成 14 年 4 月 1 日 
 行政組織規則の一部改正により保健所、福祉事務所、児童相談所を統合した｢健康福

祉こどもセンター(総務企画室、保健部、福祉部、こども相談部の 1 室 3 部制）」が新

設され、西北地方福祉事務所は ｢西北地方健康福祉こどもセンター｣の内部組織であ

る「福祉部(西北地方福祉事務所併置)」に、鯵ヶ沢支所は同部の｢鰺ヶ沢地区担当(西北

地方福祉事務所鰺ヶ沢支所併置)｣となる。｢福祉部｣庁舎は「こども相談部」とともに五

所川原市栄町 10 の合同庁舎内に従前どおり配置された。福祉部は福祉調整課、福祉推

進第一課、福祉推進第二課の３課体制となり、職員数は鰺ヶ沢地区担当を含め 41 名。 
平成 16 年 4 月 1 日 
 組織改編により、福祉部は、福祉調整課、保護課と鰺ヶ沢支所の 2 課 1 支所となり、

職員数は、鰺ヶ沢地域担当を含め 38 名。 
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平成 17 年 4 月 1 日 
 平成 17 年 2 月以降の市町村合併に伴い、生活保護業務の管轄区域は、鰺ヶ沢町、 
深浦町、中泊町、鶴田町の 4 町となり、職員数は、鰺ヶ沢地区担当を含め 29 名。 

平成 18 年 4 月 1 日 
 行政組織規則の一部改正により、西北地方福祉事務所鰺ヶ沢支所廃止となる。 

 平成 19 年 4 月 1 日 
   行政組織の一部改正により、総合的な出先機関として西北地域県民局が設置され、

西北地方健康福祉こどもセンターは、西北地域県民局の内部組織である地域健康福祉

部となる。 
これに伴い、福祉総室（西北地方福祉事務所併置）となる。職員数 27 名。 

 平成 20 年 4 月 1 日 

   行政組織規則の一部改正により、福祉総室とこども相談総室が統合され、福祉こど

も総室（西北地方福祉事務所及び五所川原児童相談所併設）となる。職員数 27 名（兼

務 2 名）。 

平成 25 年 4 月 1 日 

   実施する事業が区域を越えない社会福祉法人の認可及び指導監査等の権限が市に委

譲される。各地方福祉事務所で所管していた特別児童扶養手当事務、児童扶養手当事

務、特別障害者手当等事務、社会福祉法人等指導監査業務が東地方福祉事務所に業務

集約される。 

平成 30 年 4 月 1 日 

   次長が福祉調整課長兼務となり、青森県型地域共生社会担当が配置される。職員数

23 名。 
 

 令和 4年 4月 1日 

   青森県型地域共生社会担当が福祉調整課に編入される。 
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２－３ 福祉こども総室（五所川原児童相談所） 

平成 12 年 4 月 1 日 
 児童相談所の再編により、弘前児童相談所所管地域のうち五所川原市、西津軽郡 3
町 5 村、北津軽郡 3 町 2 村（板柳町を除く）を分割所管することとして、弘前児童相

談所五所川原支所が五所川原市栄町 10 の合同庁舎内に開設された。職員数 6 名。 
平成 14 年 4 月 1 日 
 行政組織規則の一部改正により、保健所、福祉事務所、児童相談所を統合した｢健康

福祉こどもセンター（総務企画室、保健部、福祉部、こども相談部の 1 室 3 部制）が

新設され、弘前児童相談所五所川原支所は、｢西北地方健康福祉こどもセンター｣の内

部組織である「こども相談部(支所から格上げされた五所川原児童相談所併置)」となる。 
 「こども相談部」庁舎は、「福祉部」とともに五所川原市栄町 10 の合同庁舎内に従

前どおり配置された。 
こども相談部は、こども相談第一課及び、こども相談第二課の 2 課制で職員数は 14

名。 
 平成 17 年 4 月 1 日 

 市町村合併により、管轄区域が 2 市と北郡 2 町、西郡 2 町となった。 
五所川原市（五所川原市、金木町、市浦村合併） 
つがる市（木造町、稲垣村、車力村、柏村、森田村合併） 
鰺ヶ沢町、深浦町（深浦町、岩崎村合併）、中泊町（中里町、小泊村合併）、鶴田町 
 
こども相談部は、こども相談第一課、こども相談第二課の二課制で職員数は 13 名。 

平成 19 年 4 月 1 日 
 行政組織規則の一部改正により、総合的な出先機関として西北地域県民局が設置さ

れ、西北地方健康福祉こどもセンターは、西北地域県民局の内部組織である地域健康

福祉部となる。 
 これに伴い、こども相談総室（五所川原児童相談所併置）となり、課制が廃止され、

次長が配置された。職員数 11 名。 
平成 20 年 4 月 1 日 

行政組織規則の一部改正により、福祉総室とこども相談総室が組織統合され福祉こ

ども総室（西北地方福祉事務所及び五所川原児童相談所が併置）となる。職員数は 
11 名（兼務 2 名） 

 

 令和 4 年 4 月 1 日 
   市町村支援児童福祉司及び保健師が配置される（いずれも兼務）。職員数は 14 名 
（兼務 4 名） 
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３ 機構図と分掌事務 

３－１ 機構図  

 

 （令和４年８月１日現在） 

 

                        【保健総室】33.0 人 

                                 

  【地域健康福祉部】                    次 長   指導予防課 

   62.5 人（63.5 人）                     1 人      10.0 人 

                                     生活衛生課  

                           1 人            7.0 人 

                                      健康増進課   

                                       14.0 人 

 

              【福祉こども総室】29.5 人（30.5 人） 

         1 人   

                                     福祉調整課 

                    （1人）                5.0 人 

1 人      保護課 

     15.0 人 

                     こども相談課 

                        8.5 人 

職員数は正職員の数である。 

 

 

 

 

  

西北地域県民局 

地域健康福祉部長 

福祉こども総室長兼務 

西北地方福祉事務所長兼務 

五所川原児童相談所長事務取扱 

(福祉こども総室長) 次 長 
（福祉調整課長

事務取扱） 

健康福祉部 参事 
 

西北健康福祉部保健総室長事務取扱 

五所川原保健所長事務取扱 
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３－２ 分掌事務 
 

(1) 保健総室（五所川原保健所）  

 

＜指導予防課＞ 

 １．地域健康福祉部内の庶務に関すること。 
２．衛生教育に関すること。 
３．地域保健に係る統計調査に関すること。 
４．地域保健に関する調査及び研究に関すること。 
５．病院、診療所、助産所、歯科技工所、衛生検査所及び施術所に関すること。 
６．医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、

臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、あん摩マッ

サージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、歯科技工士、栄養士及び調理師等

に関すること 
７．死体解剖保存に関すること。 
８．薬局及び医薬品販売業に関すること。 
９．毒物及び劇物に関すること。 
10．麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚せい剤に関すること。 
11．医薬品、医療機器、化粧品及び医薬部外品に関すること。 
12．感染症、結核その他の疾病の予防に関すること。 
13．診療エックス線に関すること。 
14．予防接種に関すること。 

15．医師臨床研修に関すること。 

 

＜生活衛生課＞ 

１．食品衛生に関すること。 
２．化製場等に関すること。 
３．旅館業、公衆浴場及び興行場に関すること。 
４．理容師及び美容師に関すること。 
５．クリーニング業に関すること。 
６．生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関すること。 
７．墓地及び埋葬に関すること。 
８．建築衛生一般に関すること。 
９．有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。 
10．水道に関すること。 
11．飲料水の改善に関すること。 
12．温泉に関すること。 
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＜健康増進課＞ 

１．栄養改善に関すること。 
２．母体保護に関すること。 
３．児童の健康相談に関すること。 
４．健康づくり推進事業に関すること。 
５．母子保健に関すること。 
６．口腔保健に関すること。 

７．精神保健及び精神障害者福祉に関すること。 
８．難病対策に関すること。 
９．市町村の地域保健対策の実施に関する調整及び必要な援助に関すること。 
10．人材育成、看護学生等の実習に関すること。 
11．地域保健・医療・福祉包括ケアシステムの推進に関すること。 

 
 
(2) 福祉こども総室（西北地方福祉事務所、五所川原児童相談所） 

 

＜福祉調整課＞ 

１．青森県型地域共生社会の推進に関すること。 

２．児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める援護及び育成の措置に関

すること。 

３．要保護女子の更生援護に関すること。 

４．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること。 

５．戦傷病者特別援護法の規定による更生医療の給付及び補装具の支給に関するこ

と。 

 

＜保護課＞ 

１．生活保護法に関すること。 

２．社会福祉統計に関すること。 

 

＜こども相談課＞ 

１．児童の養護・非行・不登校・育成・保健・障害等に係る相談、調査、指導及び措置

に関すること。 

２．１歳６ヶ月児・３歳児精神発達精密健康診査事後指導に関すること。 

３．心理判定・心理治療に関すること。 

４．医学診断及び指導に関すること。 

  ５．里親の調査指導、里親会の育成指導及び民間フォスタリング機関との連絡調整に

関すること。 

６．障害児施設給付費の支給決定に関すること。 

７．市町の子ども家庭相談への支援に関すること。 
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３－３ 各総室別・職種別職員数 
（令和４年８月１日現在）（単位：人） 

    職 種 

 

 

 
（総）室・職名 

一
般
事
務 

心
理
判
定
員 

福 
 

 

祉 

医

師 

歯
科
医
師 

獣 

医 

師 

薬

剤

師 

保

健

師 

栄

養

士 

診
療
放
射
線
技
師 

水 
 

 

産 
合

計 

部  長 1           １ 

保 

 

健 

 

総 

 

室 

総 室 長   
 1 

(1) 

 
      

1 

(1) 

参  事             

次  長 1           1 

総括主幹             

課  長      1 1 1    3 

主  幹 2     1   1   4 

主  査 3     1 2 1  1  8 

主  事 2           2 

技  師     1 1 2 8 1  1 14 

専 門 員             

小  計 8  
 1 

(1) 
1 4 5 10 2 1 1 

33 

(1) 

福

祉

こ

ど

も

総

室 

総 室 長 (1)           (1) 

次  長 
1 

(1) 
 

 
 

 
      

1 

(1) 

総括主幹 
1 

(1) 
 

 
 

 
      

1 

(1) 

総括主幹専門員 1           1 

課  長 1           1 

主  幹 3 1          4 

主  査 3 1 1         5 

主任専門員 1           1 

主  事 7 1 7         15 

専 門 員  0.5          0.5 

小  計 
18 

(3) 
3.5 8  

 
      

29.5 

(3) 

合  計 
26 

(3) 
3.5 8 

1 

(1) 
1 4 5 10 2 1 1 

62.5 

(4) 

 
※ 職員数は、正職員（定年退職後の再任用職員を含む）の数で、会計年度任用職員等数は計上してい

ない。 
注  1 （ ）は事務取扱兼務《再掲》 
 2 福祉こども総室の総括主幹専門員、主任専門員は再任用フルタイム職員であり＠1 人でカウン

ト、専門員は再任用ハーフタイム職員であり＠0.5 人でカウントしている。 
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４ 令和４年度各総室行事予定 

月 
総室・課 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

保

健

総

室 

指導予防課 

五所川原保健所結核診査協議会 

（以降毎月 2回開催） 

 

市町村健康福祉関係主管課長会議

（書面開催） 

 

不正大麻・けし撲滅運動（～9月） 

薬物乱用防止啓発促進事業（～2月） 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 

（～7月） 

ＨＩＶ検査普及週間（1～7日） 

薬物乱用防止指導員連合協議会 

（書面開催） 

医薬品・医療機器等一斉監視指導（～

12 月） 

「愛の血液助け合い運動」月間 

献血感謝の集い 

財務事務検査 

 

 

 

結核予防週間（24～30 日） 

救急医療週間（5～11 日） 

生活衛生課 

理容所・美容所・クリーニング所・旅

館･公衆浴場等監視（～3 月） 
特定建築物･小規模水道監視(～3 月) 
温泉利用･ﾚｼﾞｵﾈﾗ施設監視(～3 月) 
食品衛生責任者講習会（養成） 
学校給食施設監視（～7 月） 

食品収去検査（～3 月） 
食品衛生責任者講習会（実務、養成） 

食品衛生推進員講習会 
食品衛生責任者講習会（養成、実務） 
宅配・テイクアウト食中毒予防月間

（～10 月） 

遊泳用プールの衛生監視 
食品衛生責任者講習会（養成） 
食品等夏期一斉取締り 
 

食品衛生月間 
食中毒予防キャンペーン 
きのこ食中毒予防月間（～10 月） 
社会福祉施設等給食監視（～3 月） 
 

食品衛生責任者講習会（養成） 
 

健康増進課 

 世界禁煙デー及び禁煙週間（31 日～

6日） 

第 1 回西北地方保健協力員代表者会

議 

世界禁煙デー及び禁煙週間（31 日～

6日） 

給食施設栄養管理指導（～2月） 

 

 第 1 回保健師業務連絡会議（地域保

健関係者研修） 

西北地方保健協力員連絡・研修会 

難病患者等医療相談 

第 1 回西北地域自殺対策ネットワー

ク連絡会 

自殺予防普及啓発 

市町行政栄養士連絡調整会議・研修

会 

 

福
祉
こ
ど
も
総
室 

福祉調整課 

西北郡民生児童委員協議会監事会・

理事会 

西北郡民生児童委員協議会総会・研

修会(書面開催) 

 

 

社会福祉法人等による地域貢献活動

連絡協議会 組織会（つがる市、中

泊町） 

 

 

  

保護課  

   

 

 

 

 

  

こども相談課 

 児童福祉週間（5～11 日） 

児童相談所長研修（前期） 

児童相談所業務検討会議（中央児相） 

 

 

児童相談所長会議（中央児相） 

 

 

 

 

 臨検・捜索に関する警察との合同研

修（警察学校） 
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月 
(総)室・課 

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

保

健

総

室 

指導予防課 

くすりと健康の週間（17～23 日） 

麻薬・覚醒剤大麻乱用防止運動（～

11 月） 

地域保健関係者研修（感染症対策研

修会） 

薬物乱用防止指導員地区協議会・研

修会 

予備監査 

世界エイズデー（12 月 1 日）・レッ

ドリボンキャンペーン 

西北五地域災害医療対策協議会 

新型インフルエンザ対策協議会 

はたちの献血キャンペーン（～2月） 

 

 

市町村献血推進事業担当課長会議 

地域保健医療推進協議会 

 

 

生活衛生課 

生活衛生･食品衛生関係職員研修会 
 
 

ノロウイルス食中毒予防月間 
（～2 月） 

食品衛生責任者講習会（養成、実務 2
回） 
食品営業施設（フグ）監視 
 

食品等年末一斉取締り 
食品営業施設夜間監視 
食品営業施設（ハタハタ）監視 
食品衛生責任者講習会（養成） 

 食品衛生責任者講習会（実務）  

健康増進課 

 母子保健ネットワーク会議 

新任保健師研修（地域保健関係者研

修） 

難病対策地域協議会 

県民健康・栄養調査（～12 月） 

第２回西北地方保健協力員代表者会

議 

精神科救急医療システム連絡調整委

員会（書面開催～２月） 

 

 

 新任保健師研修 

 

福
祉
こ
ど
も
総
室 

福祉調整課 

青森県社会福祉大会（青森市） 

管内社会福祉法人等地域貢献活動等

実態調査 

 

 

 

西北郡民生児童委員協議会組織会・

臨時理事会 

社会福祉法人等による地域貢献活動

連絡協議会 総会・研修会（つがる

市、中泊町） 

 

 

社会福祉法人等による地域貢献活動

連絡協議会 総会（つがる市、中泊

町） 

保護課 

  生活保護法施行事務監査（5 日～8

日） 

 

 

 

  福祉事務所生活保護担当課長及び査

察指導員等会議 

こども相談課 

里親月間 

児童相談所長研修（後期） 

児童虐待防止推進月間 

児童相談所長会議（こどもみらい課） 

子ども虐待要保護児童対策研修会

（五所川原市） 

  児童相談所業務検討会議（中央児相） 

 

児童相談所長会議（中央児相） 
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５ 令和４年度相談等日程表 

・保健総室 

実 施 項 目  実 施 曜 日  受付及び開催時間 

こころの健康相談  

（要予約） 
第２木曜日 午後 1:00～2:00 

エイズ相談・検査  

（即日検査） 

（要予約） 

第２火曜日 
5 月は第 3 火曜日 
6 月 4 日は特設日 
（13:30～15:00） 

午後 3:30～5:00 

ウイルス性肝炎検査 

（要予約） 

第３水曜日 
月により定期実施日 
以外に実施もあり 

午前 11:00～12:00 

結核接触者健診  

（ＱＦＴ検査を含む） 

第３水曜日 
月により定期実施日 
以外に実施もあり 

午前 9:30～11:00 

骨髄移植一般相談  

（要予約） 
 随時受付 午前 8:30～午後 5:15 

 

 

 

 

 

・福祉こども総室 

随時（月曜日～金曜日午前 8:30～午後 5:15） 
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６  令和３年度歳入・歳出関係 
(1)歳 入 

(1)－1 保健総室関係                                       （単位：円） 

科　　　　目 調　定　額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

財産貸付収入 3,000 3,000

土地建物等 3,000 3,000

健康福祉政策課 3,000 3,000

延滞金 347,790 32,620 315,170

　過年度収入 347,790 32,620 315,170

知事部局 347,790 32,620 315,170

雑入 20,548 20,548

雑入 19,818 19,818

知事部局 19,818 19,818

光熱水費 19,818 19,818

総務費 730 730

　情報公開 20 20

個人情報保護 710 710

計 371,338 56,168 315,170

 
 

(1)－2 証紙収入（保健総室）                               （単位：円） 

科　　　　目 件　　　　　数 金　　　　　額

総務手数料 17 12,750

　証明 17 12,750

　　総務学事課 17 12,750

環境保健手数料 461 6,445,800

　医薬費 136 1,437,800

　　医療施設等許可 17 381,000

　　麻薬免許 30 124,600

　　医薬品医療機器等 89 932,200

　自然保護費

　　温泉

　生活衛生費 325 5,008,000

　　食品関係営業許可 310 4,572,000

　　興行場営業許可

　　公衆浴場営業許可

　　旅館営業許可 3 66,000

　　理容所等開設検査 9 144,000

　　クリーニング所開設検査 1 16,000

　　建築物衛生管理業者登録 2 210,000

計 478 6,458,550  
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(1)－3 福祉こども総室関係（西北地方福祉事務所）               （単位：円） 

科　　　　目 調　定　額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

雑入 45,885,737 17,615,088 304,918 27,965,731

民生費 19,312,040 14,767,978 4,544,062

生活保護費 19,312,040 14,767,978 4,544,062

生活保護費返還金(63条) 15,775,561 14,332,757 1,442,804

生活保護費返還金(78条) 3,187,382 191,788 2,995,594

生活保護費返還金(戻入) 349,097 243,433 105,664

過年度収入 26,573,697 2,847,110 304,918 23,421,669

知事部局 26,573,697 2,847,110 304,918 23,421,669

生活保護費返還金(63条) 12,224,899 1,055,478 304,918 10,864,503

生活保護費返還金(78条) 12,856,583 1,469,891 11,386,692

生活保護費返還金(戻入) 1,492,015 321,701 1,170,314

督促手数料（措置：こ） 200 40 160

計 45,885,737 17,615,088 304,918 27,965,731

 
(1)－4 母子父子寡婦福祉資金特別会計（西北地方福祉事務所）        （単位：円） 

科　　　　目 調　定　額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

母子福祉資金貸付金収入 67,452,563 39,423,039 28,029,524

　現年度収入 38,784,805 35,750,028 3,034,777

　　元金 38,784,805 35,750,028 3,034,777

　　利子

　過年度収入 28,667,758 3,673,011 24,994,747

　　元金 28,663,541 3,668,794 24,994,747

　　利子 4,217 4,217

寡婦福祉資金貸付金収入 1,140,211 912,375 227,836

　現年度収入 792,028 764,861 27,167

　　元金 791,263 764,096 27,167

　　利子 765 765

　過年度収入 348,183 147,514 200,669

　　元金 348,183 147,514 200,669

　　利子

父子福祉資金貸付金収入 406,062 222,018 184,044

　現年度収入 311,223 222,018 89,205

　　元金 311,223 222,018 89,205

　　利子

　過年度収入 94,839 94,839

　　元金 94,839 94,839

　　利子

雑入 113,160 113,160

　現年度収入

　過年度収入 113,160 113,160

計 69,111,996 40,557,432 28,554,564  
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(1)－5 福祉こども総室関係（五所川原児童相談所）               （単位：円） 

科　　　　目 調　定　額 収入済額 不納欠損額 収入未済額

民生負担金

　児童福祉費 2,987,350 2,369,680 617,670

　　児童心理治療施設等措置費

　　乳児院・助産施設措置費 532,710 532,710

　　子ども自立センターみらい費

　　里親・母子生活支援施設措置費 2,353,840 1,827,970 525,870

    知的障害児等措置費 100,800 9,000 91,800

計 2,987,350 2,369,680 617,670

過年度収入

　知事部局 1,704,660 155,500 1,549,160

　　児童心理治療施設等措置費 32,400 20,000 12,400

　　乳児院・助産施設措置費

　　子ども自立センターみらい費 54,000 54,000

　　里親・母子生活支援施設措置費 1,148,160 67,500 1,080,660

　　知的障害児等措置費 470,100 14,000 456,100

計 1,704,660 155,500 1,549,160
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(2) 歳 出 

(2)－1 一般会計                          （単位：円）

款　　項　　目 令　達　額 支出済額 残　　　額
総務費

総務管理費
財産管理費

民生費 579,859,540 574,920,132 4,939,408
社会福祉費 18,140,340 16,948,361 1,191,979

社会福祉総務費 6,411,400 6,312,071 99,329
社会福祉総務費（繰越） 8,503,000 7,788,000 715,000
福祉事務所費 2,762,940 2,690,754 72,186
老人福祉費 230,000 94,800 135,200
婦人福祉費 113,000 62,736 50,264
障害者福祉費
地域福祉費

　　救助費 120,000 120,000
児童福祉費 22,715,200 21,502,628 1,212,572

児童福祉総務費 16,000 2,000 14,000
児童福祉総務費（繰越） 150,000 147,488 2,512
児童措置費 18,079,000 17,194,822 884,178
児童相談所費 4,385,200 4,143,318 241,882
ひとり親家庭等福祉費 80,000 13,000 67,000
障害児福祉費 5,000 2,000 3,000

生活保護費 539,004,000 536,469,143 2,534,857
生活保護総務費 4,189,000 4,051,689 137,311
扶助費 534,815,000 532,417,454 2,397,546

環境保健費 25,494,923 20,131,524 5,363,399

公衆衛生費 10,403,480 7,070,520 3,332,960

結核対策費 1,890,600 1,439,980 450,620

予防費 7,025,100 4,563,220 2,461,880

予防費（繰越）

母子保健対策費 202,000 139,000 63,000

精神保健福祉費 876,540 552,480 324,060

生活習慣病対策費 409,240 375,840 33,400

環境衛生費 1,486,432 1,452,932 33,500

食品衛生費 989,332 957,432 31,900

生活衛生総務費 408,100 406,500 1,600

生活衛生指導費 89,000 89,000

保健所費 12,221,608 10,798,099 1,423,509

保健所費 12,221,608 10,798,099 1,423,509

医薬費 1,325,403 751,973 573,430

医務費 584,000 104,000 480,000

薬務費 446,000 414,000 32,000

企画調整費 295,403 233,973 61,430

自然保護費 58,000 58,000

自然保護総務費 58,000 58,000

計 605,354,463 595,051,656 10,302,807  
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(2)－2 母子父子寡婦福祉資金特別会計                                （単位：円） 

款項目 令達額 支出済額 残額
母子父子寡婦福祉資金貸付 58,140,000 33,140,703 24,999,297
母子父子寡婦福祉資金貸付 58,140,000 33,140,703 24,999,297
指導調査費 440,000 347,303 92,697
母子福祉資金貸付費 50,000,000 26,936,350 23,063,650
寡婦福祉資金貸付費 4,700,000 3,404,050 1,295,950
父子福祉資金貸付費 3,000,000 2,453,000 547,000

計 58,140,000 33,140,703 24,999,297  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


